
■「県公金送金通知書」について

銀行口座への振込みを希望される場合は、

「県税還付口座連絡票」と「県公金送金通知書」 部分を

同封のうえ郵送ください

県税還付金等の還付・充当・委託納付通知書(自動車税）

ミシン目から

下の部分が

「県公金送金通知書」

です

※自動車税以外の還付については、

「県公金送金通知書」部分は最初から切り離されています。

　　県公金送金通知書

　〒850‐8570

　長崎県長崎市尾上町３ー１

　県税 太郎　　　様


